
項目 内容

名称 3-エチルピリジン

一般的名称 3-Ethylpyridine

化学名 3-Ethylpyridine

CAS番号 536-78-7

指定日 平成25年8月6日 官報

消費者庁
消食表第214号 平成25年8月6日 消費者庁次長通知
「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の一部改正 平成25年8月6日改正

厚生労働省
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 平成25年3月15日
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 平成25年1月18日

食品安全委員会

第463回 食品安全委員会 平成25年2月18日
第112回 添加物専門調査会 平成24年11月15日
第98回 添加物専門調査会 平成23年8月23日
第86回 添加物専門調査会 平成22年6月29日

JECFA等の国際的評価機関
の結果

FEXPANにより評価され1973年のGRAS 7 に公表された
1)
。

本物質は、2004年第63回JECFA会議で、ピリジン、ピロール及びキノリン誘導体の一
つとして評価され、推定摂取量がクラスⅡの摂取許容値を下回ることなどから、香料と

しての使用において安全性の懸念はないと評価された
2)
。

JECFA番号 1315

外国の認可状況・使用状況 欧米をはじめ各国で認可され広く使用されている。

FEMA GRAS番号 3394

CoE番号 11386

CFR21掲載 なし

EU Fl.No. FL No. 14.061

使用量データ 24kg（米国、1995年）、76kg（EU、1995年）
2)

我が国での添加物としての
必要性

本物質は食品に通常に存在する成分であり、種々な加工食品において香りを再現
し、風味を向上する際に必要不可欠な物質である。本物質は現在日本では未認可で
あるが、その添加量は微量ながら効果は非常に大きく、様々な加工食品に対してすで
に国際的には着香の目的で広く使用されている。したがって国際的整合性の面から
みても、これらの物質を日本で使用できるようにすることが不可欠と考えられる。

天然での存在
ウイスキー、ビール、紅茶等の食品中に存在し、また、あさり、子めん羊肉、いか等の

加熱調理により生成する成分である
3)
。

米国での食品への使用例
(平均的添加率)

焼菓子 0.04ppm、ソフト・キャンデー類 0.04ppm、
冷凍乳製品類 0.02ppm、ゼラチン・プリン類 0.02ppm、

肉製品 0.02ppm、清涼飲料 0.02ppm
4)

参考資料

1) Food Technology. (1973) Vol.27, No.11, pp.56-57.
2) WHO Food Additives Series: 54
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v54je01.pdf

3) VCF Volatile Compounds in Food : database / Nijssen, L.M.; Ingen-Visscher, C.A. van;
Donders, J.J.H. [eds]. - Version 12.1 - The Netherlands : TNO Quality of Life (website
accessed in Jun.2010) （未公表）
4) RIFM (Research Institute for Fragrance Materials, Inc.)-FEMA (Flavor and Extract
Manufacturers Association) database, Material Information on
3-Ethylpyridine (website accessed in Jun. 2010) （未公表）
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定量法本品約20mg及び1， 4-BTMSB-d4約4mgをそれぞれ精密に量り，重水素化メタノー

ル 21叫を加えて溶かす。この液を外径SmmのNMR試料管に入れ，密閉し，次の測定条件でプロ

トン共鳴周波数400MHz以上の装置を用いてlH NMRスペクトルを測定する。 1，4-BT 

MSB-cl4のシグナルをoO.23ppmとし， o2.32ppm， o6.56ppm， o6.80，-...，7.40ppm及びo7.66ppm

付近のシグナル面積強度をそれぞれAI (水素数6に相当)， A2 (7k素数 1に相当)， A 3 (水素

数 3に相当)及びA4(水素数2に相当)とするとき， (A，/6) /A2， (A，/6) / (A3/ 

3)， (A，/6) / (A4/2)， Az/ (A3/3)， A2/ (A4/2)及び (A3/3)/ (A 4/ 

2)がそれぞれ1.0となることを確認する。 1， 4-BTMSB-d4のシグナル面積強度を18.00

としたときのA" A2' A3及びA4の和を Iとし，水素数の和をN， 1， 4-BTMSB-d4 
の純度をP (%)とし，次式によりピリメタニルの含量を求める。ただし，本品由来のシグナル

に明らかな英う雑物のシグナルが重なる場合には，そのシグナル面積強度及び水素数は定量に用

いない。

ピリメタニル (C1zH13N3) の含量

l，4-BTMSB-d4の採取量 (mg)x 1 X P 
XO.8797 (%) 

試料の採取量 (mg)X N 

ω 

(昨

F
h
F
抑制式
h
w
)

C7H9N 
3 -Ethylpyridine [536ー 78ー 7]
含 量本品は， 3ーエチルピリジン (C7H9N)98.0%以上を含む。
性 状本品は，無~褐色の液体で，特有のにおいがある。
確認試験本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照スペ

クトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。
純度試験 (1) 屈折率 n哲=1.499""'1.505
(2) 比重 d ~~=0.937""'0.943 

定量法香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件(1)により定量す
る。
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107.15 分子量

測定条件

スピニングオフ

13C核デカップリングあり

取り込み時間 4秒以上

観測スペクトル幅 一S'-""15ppmを含む20ppm以上

パルス角 90
0 

繰り返しパルス待ち時間 60秒以上

ダミースキャン l回以上

積算回数 8回以上
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600 100日1500 
Wavenumber [cm・1]

2日日日3000 
0 
40∞ 



平成25年(フ)第 1001号

札幌市清田区里塚緑ケ丘7丁目 3番目号

債務者椿 恵

l 決定年月日時平成25年7月23日午後5時

2 主文債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続を廃止する。

3 理由の要旨破産財団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間平成25年 9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

平成25年(フ)第 1006号

札幌市厚別区厚別西2条2丁目 2番6号

ンファ・レット203号

債務者沼沢 陽子

1 決定年月日時平成25年7月23日午後5時

2 主文債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続を廃止する。

3 理由の要旨破産財-団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間平成25年 9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

平成25年(フ)第 1040号

札幌市清田区北野3条2丁目13番18号

ンノール3・2-202号

債務者 協谷鉄 己

1 決定年月日時平成25年7月23日午後5時

2 主文債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続を廃止する。

3 理由の要旨破産財団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間平成25年9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

平成25年(フ)第 1041号

札幌市清田区北野3条2丁目13番目号

ンノール3・2-202号

債務者協谷紘美

l 決定年月日時平成25年7月23日午後5時

2 主文債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続を廃止する。

3 理由の要旨破産財団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間平成25年9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

モ

メゾ

メゾ

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間 平成25年9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

平成25年(フ)第894号

札幌市白石区平和通10丁目南2番 5号

C-3号

債務者川本千鶴子(旧姓斉藤)

l 決定年月日時平成25年7月23日午後5時

2 主文債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続老廃止する。

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間 平成25年9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

平成25年(フ)第955号
北海道江別市萌えぎ野西4番地の l
債務者関山真都香(旧姓鈴木)

l 決定年月日時平成25年7月23日午後5時

2 主文債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続老廃止する。

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間平成25年9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

平成25年(フ)第972号

北海道江別市元江別819番地の90

債務者後藤義夫

l 決定年月日時平成25年7月23日午後5時

2 主文 債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続を廃止する。

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間 平成25年9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

平成25年(フ)第975号

札幌市豊平区中の島 2条12丁目 6番 1-201

号

債務者時間善弘

l 決定年月日時平成25年7月23日午後5時

2 主文 債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続を廃止する。

3 理由の要旨破産財団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間平成25年9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

旭荘

含 量本品は，ピリメタニル (ClzH13N3) 96.0---101.0%を含む。

性 状本品は，白~帯黄白色の粉末で，においがない。

確認試験本品を赤外吸収スペクトル測定法中の臭化カリウム錠剤法により測定し，本品のスペクト
ルを参照スペクトルと比較するとき，同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。

純度試験 (1) 融点 96--98
0C 

(2) 鉛 Pbとして2.0μg/g以下 (5.0g，第 l法)

水 分1.0%以下 (2.0g，直接滴定)

定量法本品及び定量用ピリメタニル約0.05gずつを精密に量り，それぞれをメタノールに溶かし，
正確に50mlとする。これらの液 1mlずつを正確に量り，それぞれアセトニトリル/水混液(3: 1) 
を加えて正確に20凶とし，検液及び標準液とする。検液及び標準液をそれぞれ10μ1ずつ量り，次の
操作条件で液体クロマトグラフィーを行う。検液及び標準液のピリメタニルのピーク面積AT及び
Asを測定し，次式により含量を求める。

ピリメタニル (C12H13N3)の含量

定量用ピリメタニルの採取量 (g)

試料の採取量 (g)

(昨
F

k

n

F

撫
求
昨
)

操作条件

検出器紫外吸光光度計(測定波長 268nm)

カラム充てん剤 5μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲル
カラム管 内径4.6mm，長さ25cmのステンレス管

カラム温度 24--40
0C付近の一定温度

移動相 アセトニトリル750m1に水250凶を加え，更に酢酸アンモニウム 2gを加えて溶かす。
流量 ピリメタニルの保持・時間が5--6分になるように調整する。

憾NQ~QN-H'ト弐出 1トおλQ1ITIQ対~対Ql 1ITI~黒 ItÇ l(d。

3ーエチルピリジン

3ーエチルピリジンは，着香の目的以外に使用しではならない。
掠NQ同 Q')JIトhλQ1ITIQ杯以対Ql1ITI仰星ItCl(do 

ピリメタニル

ピリメタニルは，あんず，おうとう，かんきつ類(みかんを除く。)，すもも，西洋なし，マルメロ，
もも及びりんご以外の食品に使用してはならない。

ピリメタニルは，ピリメタニルとして，あんず，おうとう，かんきつ類(みかんを除く。)，すもも
及びももにあってはその 1kgにつき0.010g，西洋なし，マルメロ及びりんごにあってはその 1kgに
つき0.014gを，それぞれ超えて残存しないように使用しなければならない。

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費

用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間平成25年9月17日まで

札幌地方裁判所民事第4部

平成25年(フ)第861号

札幌市白石区南郷通12丁目南 1-30 コーポ

ラスちもと107号、住民票上の住所札幌市豊

平区平岸4条 1丁目 1番11-302号

債務者森谷智弘

1 決定年月日時平成25年7月23日午後 5時

2 主文債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続を廃止する。

×含X100附

日手

色E
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破産誓続開始・破産手続廃止
及ひ免責許可申立てに関する
意見申述期間

平成25年(フ)第799号
札幌市豊平区平岸4条9丁目15番17号

債務者石川延彦

l 決定年月日時平成25年7月23日午後5時

2 主文債務者について破産手続を開始する。

本件破産手続を廃止する。

担事冊偲



 

食安発０８０６第１号 

 平成２５年８月６日 

 

都道府県知事 

各   保健所設置市長   殿 

 特  別  区  長 

 

厚生労働省医薬食品局食品安全部長 

                      （公印省略） 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、 

添加物等の規格基準の一部を改正する件について 

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（平成２５年厚生労働省令第９５号）

及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（平成２５年厚生労働省告示

第２６８号）が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生

省令第２３号。以下「省令」という。）及び食品、添加物等の規格基準（昭和３

４年厚生省告示第３７０号。以下「告示」という。）の一部が改正されたところ

であるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取

り計らわれたい。 

また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

１ 省令関係 

食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下「法」という。）第１０条

の規定に基づき、３－エチルピリジン及びピリメタニルを省令別表第１に追

加したこと。 

 ２ 告示関係 

（１）法第１１条第１項の規定に基づき、農薬イプフェンカルバゾン、農薬エ

タボキサム、農薬塩酸ホルメタネート、農薬シメコナゾール、農薬ノバル

ロン、農薬ピリメタニル、農薬フロニカミド、農薬ベンチアバリカルブイ

ソプロピルについて食品中の残留基準を設定したこと（別紙参照）。 

（２）法第１１条第１項の規定に基づき、３－エチルピリジン及びピリメタニ

ルの成分規格及び使用基準を設定し、試薬・試液等を改正したこと。 

MHPRT
写



 

第２ 施行・適用期日 

１ 省令関係 

 公布日から施行されるものであること。 

 ２ 告示関係 

公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するも

ののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成

２６年２月６日から適用されるものであること。 

 

農薬等 食品 

塩酸ホルメタネート 

みかん、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、そ

の他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、もも、

ネクタリン、すもも及びその他のスパイス 

ピリメタニル 

その他のうり科野菜、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、

ライム、その他のかんきつ類果実、ネクタリン、うめ、ブル

ーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー

類果実、かき、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、

マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、

その他のスパイス、その他のハーブ及び乳 

 

第３ 農薬等の残留基準に関する事項 

１ 運用上の注意 

 （１）今回基準値を設定するピリメタニルとは、農産物にあっては、ピリメタ

ニルのみをいい、畜産物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分にあって

は、ピリメタニル及び 2-(4-ヒドロキシアニリノ)-4,6-ジメチルピリミジン

をピリメタニルに換算したものの和をいい、乳にあってはピリメタニル及

び 2-アニリノ-4,6-ジメチルピリミジン-5-オールをピリメタニルに換算し

たものの和をいうこと。 

（２）今回ピリメタニルについて基準値を設定した食品のうち、ももの検体部位

については「もも（果皮を含む。）」とすること。また、「その他のスパイス

（根又は根茎に限る。）」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガ

ル、カンゾウの根及び根茎をいうこと。 

（３）今回基準値を設定するフロニカミドとは、農産物及びその加工品にあって

はフロニカミド、N-（4-トリフルオロメチルニコチノイル）グリシンをフロ

ニカミドに換算したもの及び 4-トリフルオロメチルニコチン酸をフロニカ

ミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、4-トリフ

ルオロメチルニコチンアミドをフロニカミドに換算したもの及び 4-トリフ

ルオロメチルニコチン酸をフロニカミドに換算したものの和をいうこと。 



 

２ その他 

法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法（昭和２３年法律第 

８２号）に基づく農薬イプフェンカルバゾン及び農薬エタボキサムに係る新 

規農薬登録、農薬ノバルロン、農薬フロニカミド及び農薬ベンチアバリカル 

ブイソプロピルに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行わ 

れること。なお、農薬イプフェンカルバゾン、農薬エタボキサム及び農薬塩 

酸ホルメタネート試験法については、後日通知することとしていること。 

 

第４ 添加物に関する事項 

運用上の注意 

（１）試薬・試液等 

     試薬・試液等について、ピリメタニルの成分規格の設定に伴い、重水

素化メタノール及び定量用ピリメタニルが追加されたこと。 

（２）使用基準関係 

今回ピリメタニルについて使用基準を設定した食品のうち、ももにつ

いては本通知中第３の１（２）に示した対象について適用するものとす

ること。 

（３）食品中の分析法 

ピリメタニルの食品中の分析法については、平成 17 年１月 24 日付け

食安発第 0124001 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知を参照され

たいこと。 

 

 

  



 

 

消 食 表 第 2 1 4 号 

平成 25 年 8 月 6 日 

 

    都道府県知事        

 各  保健所設置市長          殿 

    特 別 区 長        

 

 

消 費 者 庁 次 長 

 

 

「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の一部改正について 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（平成 25 年厚生労働省令第 95 号）及び食

品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（平成 25 年厚生労働省告示第 268 号）が本

日公布され、これにより食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 23 号）及び食品、

添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部が改正されたところです。 

これに伴い、「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」（平成 22 年 10 月 20

日付け消食表第 377 号消費者庁次長通知。以下「次長通知」という。）の一部を別紙新

旧対照表のとおり改正したので、関係者に対する周知をお願いします。 

なお、改正後の次長通知全文を別添のとおり添付します。 



 

（別 紙）         食品衛生法に基づく添加物の表示等について（新旧対照表） 

改正後（新）  改正前（旧）  

食品衛生法に基づく添加物の表示等について（平成 22年 10月 20日消食表第 377号）  

 

（略）  

 

１  制度の概要  

（１）食品に係る表示について  

ア～カ（略）  

キ  府令第 1条第 1項第 11号ハに掲げるあんず，おうとう，かんきつ類，キウィー，ざくろ，

すもも，西洋なし，ネクタリン，バナナ，びわ，マルメロ，もも及びりんごにあっては，

アゾキシストロビン、イマザリル、オルトフェニルフェノール，オルトフェニルフェノー

ルナトリウム，ジフェニル，チアベンダゾール，ピリメタニル又はフルジオキソニルを含

む場合には，物質名及び用途名を表示し，その他の表示事項については表示を省略できる

ものであること。  

（２）（略）  

２  運用上の留意事項（略）  

 

別紙１（略）  

 

別紙２（略）  

 

別紙３  規則別表第１に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示  

１～４（略）  

５  

 

酸化防止剤  （略）  

dl―α―トコフェロール  

亜硫酸ナトリウム  

次亜硫酸ナトリウム  

（略）  

６～７（略）  

８  

 

防かび剤又は防ばい剤  （略）  

ジフェニル  

ピリメタニル  

フルジオキソニル  

 

別紙４  

 

各一括名の定義及びその添加物の範囲  

 

食品衛生法に基づく添加物の表示等について（平成 22 年 10 月 20 日消食表第 377 号）  

 

（略）  

 

１  制度の概要  

（１）食品に係る表示について  

ア～カ（略）  

キ  府令第 1条第 1項第 11号ハに掲げるあんず，おうとう，かんきつ類，キウィー，ざくろ，

すもも，西洋なし，ネクタリン，バナナ，びわ，マルメロ，もも及びりんごにあっては，

オルトフェニルフェノール，オルトフェニルフェノールナトリウム，ジフェニル，チアベ

ンダゾール，イマザリル、フルジオキソニル又はアゾキシストロビンを含む場合には，物

質名及び用途名を表示し，その他の表示事項については表示を省略できるものであること

。  

（２）（略）  

２  運用上の留意事項（略）  

 

別紙１（略）  

 

別紙２（略）  

 

別紙３  規則別表第１に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示  

１～４（略）  

５  

 

酸化防止剤  （略）  

dl―α―トコフェロール  

亜硝酸ナトリウム  

次亜硫酸ナトリウム  

（略）  

６～７（略）  

８  

 

防かび剤又は防ばい剤  （略）  

ジフェニル  

 

フルジオキソニル  

 

別紙４  

 

各一括名の定義及びその添加物の範囲  

 



 

１～６（略）  

 

７  香料  

（１）～（２）（略）  

（３）添加物の範囲  以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。  

（ 略 ）  

2－ エ チ ル ピ ラ ジ ン  

3－ エ チ ル ピ リ ジ ン  

2― エ チ ル ― 3― メ チ ル ピ ラ ジ ン  

（ 略 ）  

 

８ ～ 1 4（ 略 ）  

 

別紙５（略）  

 

別紙６  

 

ば ら 売 り 等 に よ り 販 売 さ れ る 食 品 の う ち 、 添 加 物 の 表 示 を 要 す る 添 加 物 一 覧  

 

１  防 か び 剤 又 は 防 ば い 剤  

（ 略 ）  

・ チ ア ベ ン ダ ゾ ー ル  

・ ピ リ メ タ ニ ル  

・ フ ル ジ オ キ ソ ニ ル  

 

２ （ 略 ）  

 

 

別添１～３  〔略〕  

 

１～６（略）  

 

７  香料  

（１）～（２）（略）  

（３）添加物の範囲  以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。  

（略）  

2－エチルピラジン  

 

2―エチル― 3―メチルピラジン  

（略）  

 

８～ 14（略）  

 

別紙５（略）  

 

別紙６  

 

ばら売り等により販売される食品のうち、添加物の表示を要する添加物一覧  

 

１  防かび剤又は防ばい剤  

（略）  

・チアベンダゾール  

 

・フルジオキソニル  

 

２（略）  

 

 

別添１～３  〔略〕  

 

 



食品衛生法に基づく添加物の表示等について（平成 22年 10月 20日消食表第 377号） 

 

最終改正 平成 25年 8月 6日消食表第 214号 

消費者庁次長から各都道府県知事，保健所設置市長，特別区長宛 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（平成 22 年厚生労働省令第 113 号）及び食品，添加物

等の規格基準の一部を改正する件（平成 22年厚生労働省告示第 372号）が本日公布され，これにより

食品衛生法施行規則（昭和 23年厚生省令第 23号。以下「規則」という。）及び食品，添加物等の規格

基準（昭和 34年厚生省告示第 370号）の一部が改正されたところである。 

これに伴い，「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」（平成 8年 5月 23日付け衛化第 56号

厚生省生活衛生局長通知。以下「旧通知」という。）を別添のとおり変更し，新たに通知を発出するも

のである。 

なお，本通知の制定に伴い，旧通知は廃止する。 

 

記 

 

１ 制度の概要 

（１）食品に係る表示について 

ア 食品衛生法第 19 条第 1 項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令（平成 23 年内閣府令

第 45 号。以下「府令」という。）第 1 条第 1 項に掲げる食品に含まれる添加物については，栄

養強化の目的で使用した添加物，加工助剤及びキャリーオーバーを除き，すべて当該添加物を

含む旨（以下「物質名」という。）を表示するものであること。 

なお，物質名の表示は，規則別表第 1に掲げる添加物（府令別表第 2に掲げるものを除く。）

については，規則別表第 1に掲げる名称により行うこと。 

イ 府令別表第 3 の中欄に掲げる目的で使用される添加物を含む食品については，物質名及び当

該添加物を同表下欄に掲げる物として含む旨（以下「用途名」という。）を表示するものである

こと。 

ウ 一般に広く使用されている名称（以下「簡略名」という。）を有する添加物については，簡略

名をもって，物質名の表示に代えることができるものであること。 

エ 府令別表第 5の上欄に掲げる目的で使用される添加物は，下欄に掲げる名称（以下「一括名」

という。）をもって，物質名の表示に代えることができるものであること。 

オ 府令別表第 3 の中欄に掲げる着色の目的で使用される添加物は，物質名の表示中に「色」の

文字を含む場合には，用途名表示は省略できるものであること。 

カ 府令別表第 3 の中欄に掲げる増粘の目的で使用される添加物は，物質名の表示中に「増粘」

の文字を含む場合には，「増粘剤又は糊料」の用途名表示は省略できるものであること。 

キ 府令第 1条第 1項第 11号ハに掲げるあんず，おうとう，かんきつ類，キウィー，ざくろ，す

もも，西洋なし，ネクタリン，バナナ，びわ，マルメロ，もも及びりんごにあっては，アゾキ

シストロビン、イマザリル、オルトフェニルフェノール，オルトフェニルフェノールナトリウ

（改正後全文） 



ム，ジフェニル，チアベンダゾール，ピリメタニル又はフルジオキソニルを含む場合には，物

質名及び用途名を表示し，その他の表示事項については表示を省略できるものであること。 

（２）添加物及びその製剤に係る表示について 

ア 添加物及びその製剤については，規則別表第 1 に掲げる添加物（府令別表第 2 に掲げるもの

を除く。）にあっては，規則別表第 1に掲げる名称により表示するものであること。その他の添

加物にあっては，科学的に適切な名称をもって表示すること。 

イ 添加物及びその製剤については，規格基準の有無に係わらず，名称，消費期限又は賞味期限，

製造所所在地，製造者氏名及び「食品添加物」の文字等の表示を要するものであること。 

ウ 食品，添加物等の規格基準（昭和 34年厚生省告示第 370号）において表示量の規定がある添

加物については，その重量パーセントを表示するものであること。 

エ 添加物製剤については，着香の目的で使用されるものを除き，その成分及び重量パーセント

を表示するものであること。 

オ ビタミンＡの誘導体については，ビタミンＡとしての重量パーセントを表示するものである

こと。 

 

２ 運用上の留意事項 

（１）食品に係る表示について 

① 物質名表示関係 

ア 物質名の表示において，「含有」，「使用」，「含む」，「添加」等の文字を併記しなくとも差し

支えないこと。 

イ 規則別表第 1 に掲げる添加物の物質名の表示において，規則別表第 1 に掲げる名称のほか

に簡略名を用いることができる添加物及びその簡略名は，別紙 1に掲げる範囲であること。 

また，同種の機能の添加物を併用する場合は，別紙 2に掲げる例示に従い簡略化した表示を

用いても差し支えないものであること。 

ウ 既存添加物名簿（平成 8年厚生省告示第 120号。以下「名簿」という。）に掲げる添加物（以

下「既存添加物」という。）の物質名の表示は，名簿に掲げる名称又は別添 1に掲げる品名（細

分類の品名を含む。以下同じ。）により行うものであること。 

エ 食品衛生法第 4条第 3項に規定する天然香料（以下「天然香料」という。）の物質名の表示

は，別添 2に掲げる基原物質名又は別名により行うものであること。 

なお，天然香料の物質名表示にあっては，基原物質名又は別名に「香料」の文字を附すこと。 

オ 一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの（以下「一

般飲食物添加物」という。）の物質名の表示は，別添 3 に掲げる品名（細分類の品名を含む。

以下同じ。）により行うものであること。 

カ 別添 2 及び別添 3 に記載のない天然香料及び一般飲食物添加物の物質名の表示は，当該添

加物であることが特定できる科学的に適切な名称をもって表示するものであること。 

キ 規則別表第 1 に掲げる添加物以外の添加物について，物質名の表示に代えて使用できる簡

略名は，別添 1及び別添 3の簡略名又は類別名（細分類の簡略名又は類別名を含む。以下同じ。）

の項に示したこと。 



なお，別添 1及び別添 3の用途欄に増粘安定剤と記載された多糖類を 2種以上併用する場合

には，簡略名として「増粘多糖類」を使用して差し支えないものであること。 

② 用途名表示関係 

ア 規則別表第 1 に掲げる添加物のうち，府令別表第 3 の中欄に掲げるものとしての使用が主

たる用途と考えられる添加物を，別紙 3に例示したこと。 

また，規則別表第 1に掲げる添加物以外の添加物にあって，府令別表第 3の中欄に掲げる用

途を目的として使用されるものの例は，別添1及び別添3の用途の項に掲げるものであること。 

なお，上記以外のものであっても，府令別表第 3の中欄に掲げるものとして使用される場合

にあっては，当該添加物に係る用途名の併記が必要となること。 

イ 当該添加物の使用において，府令別表第 3 の中欄に掲げるもののうち，重複した使用目的

を有する場合には，主たる目的に係る用途名を表示すれば足りること。 

ウ 府令別表第 3 の下欄に複数の用途名が掲げられているものについては，そのうちの何れか

を表示すること。 

③ その他 

ア 各一括名の定義及び物質名の表示において一括名を用いることができる添加物の範囲は，

別紙 4のとおりであること。 

イ 加工助剤又はキャリーオーバーに該当するか否かについては，規則に示した定義に照らし，

当該添加物の使用基準，使用実態等に即して個別に判断されるものであること。 

ウ 原材料に由来する添加物については，主要原材料か否かを問わず，規則にいうキャリーオ

ーバーに該当する場合に表示が免除されるものであること。 

エ 規則別表 1 に掲げる添加物のうち栄養強化の目的で使用されたものと認められる添加物の

範囲は，別紙 5のとおりであること。 

また，規則別表第 1に掲げる以外の添加物であって，栄養強化の目的で使用されたものと認

められる添加物の範囲は，別添 1及び別添 3の用途の項に「強化剤」として例示したこと。 

なお，これらの添加物を栄養強化以外の目的で使用する場合には，物質名の表示が必要であ

ること。 

オ 調製粉乳にあっては，栄養強化の目的で使用されたものであっても，従来どおり主要な混

合物として表示を要するものであること。 

カ ばら売り等により販売される食品のうち，別紙６に掲げる添加物を使用した食品にあって

は，当該添加物を使用した旨の表示をするよう、十分指導されたいこと。 

 

（２）添加物及びその製剤に係る表示について 

ア 添加物の名称及びその製剤の成分の表示にあっては，一括名又は簡略名を名称として用いる

ことはできないこと。 

イ 規則別表第 1 に掲げる添加物の表示は規則別表第 1 に掲げる名称により行うこと。既存添加

物の表示は，名簿に掲げる名称又は別添 1 に掲げる品名により行うものであること。また，天

然香料及び一般飲食物添加物の表示は，別添 2 及び別添 3 に掲げる品名により行うものである

こと。ただし，別添 2 及び別添 3 に記載のない添加物にあっては，当該添加物であることが特



定できる科学的に適切な名称をもって表示するものであること。 

ウ 添加物製剤の成分の重量パーセント表示に関し，規則別表第 1 に掲げる以外の添加物の製剤

において，その重量パーセントの表示は，当該製剤の製造における当該添加物の配合量を基準

として行うこと。 

（３）その他 

ア 添加物の表示においては，いずれの場合においても「天然」又はこれに類する表現の使用は

認められないものであること。 

イ 物質名又は簡略名の表示は，規則別表第 1，名簿，別紙 1，別添 1，別添 2及び別添 3に掲げ

る名称のとおりに表示することが原則であるが，食品関係営業者及び一般消費者に誤解を与え

ない範囲内で平仮名，片仮名，漢字を用いても差し支えないものであること。 



別紙 1 

簡略名一覧表 

 

物  質  名 簡  略  名 

亜硝酸ナトリウム 

Ｌ―アスコルビン酸 

Ｌ－アスコルビン酸カルシウム 

Ｌ―アスコルビン酸ステアリン酸エステル 

Ｌ―アスコルビン酸ナトリウム 

Ｌ―アスコルビン酸 2―グルコシド 

Ｌ―アスコルビン酸パルミチン酸エステル 

Ｌ―アスパラギン酸ナトリウム 

アセチル化アジピン酸架橋デンプン 

アセチル化酸化デンプン 

アセチル化リン酸架橋デンプン 

DL―アラニン 

亜硫酸ナトリウム 

Ｌ―アルギニンＬ―グルタミン酸塩 

アルギン酸カリウム 

アルギン酸カルシウム 

アルギン酸ナトリウム 

アルギン酸プロピレングリコールエステル 

安息香酸ナトリウム 

Ｌ―イソロイシン 

5′―イノシン酸二ナトリウム 

5′―ウリジル酸二ナトリウム 

エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム 

エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 

エリソルビン酸ナトリウム 

エルゴカルシフェロール 

塩化カリウム 

塩化カルシウム 

塩化第二鉄 

塩化マグネシウム 

オクテニルコハク酸デンプンナトリウム 

オルトフェニルフェノール 

オルトフェニルフェノールナトリウム 

オレイン酸ナトリウム 

亜硝酸 Na 

アスコルビン酸，V.C 

アスコルビン酸 Ca，ビタミンＣ，V.C 

アスコルビン酸エステル，ビタミンＣ，V.C 

アスコルビン酸 Na，ビタミン C，V.C 

アスコルビン酸，ビタミン C，V.C 

アスコルビン酸エステル，ビタミンＣ，V.C 

アスパラギン酸ナトリウム，アスパラギン酸 Na 

加工デンプン 

加工デンプン 

加工デンプン 

アラニン 

亜硫酸塩，亜硫酸 Na 

アルギニングルタミン酸塩 

アルギン酸 K 

アルギン酸 Ca 

アルギン酸 Na 

アルギン酸エステル 

安息香酸 Na 

イソロイシン 

イノシン酸ナトリウム，イノシン酸 Na 

ウリジル酸ナトリウム，ウリジル酸 Na 

EDTAカルシウムナトリウム，EDTA―Ca・Na 

EDTAナトリウム，EDTA―Na 

エリソルビン酸 Na，イソアスコルビン酸 Na 

ビタミンＤ，V.D 

塩化Ｋ 

塩化 Ca 

塩化鉄 

塩化 Mg 

加工デンプン，オクテニルコハク酸デンプン Na 

OPP 

オルトフェニルフェノール Na，OPP―Na 

オレイン酸 Na 



カゼインナトリウム 

カルボキシメチルセルロースカルシウム 

カルボキシメチルセルロースナトリウム 

β―カロテン 

 

 

5′―グアニル酸二ナトリウム 

クエン酸イソプロピル 

クエン酸一カリウム 

クエン酸三カリウム 

クエン酸カルシウム 

クエン酸第一鉄ナトリウム 

クエン酸三ナトリウム 

グリセリン脂肪酸エステル 

グリチルリチン酸二ナトリウム 

 

グルコン酸カリウム 

グルコン酸カルシウム 

グルコン酸ナトリウム 

Ｌ―グルタミン酸 

Ｌ―グルタミン酸アンモニウム 

Ｌ―グルタミン酸カリウム 

Ｌ―グルタミン酸カルシウム 

Ｌ―グルタミン酸ナトリウム 

Ｌ―グルタミン酸マグネシウム 

ケイ酸カルシウム 

ケイ酸マグネシウム 

コハク酸一ナトリウム 

コハク酸二ナトリウム 

コレカルシフェロール 

コンドロイチン硫酸ナトリウム 

酢酸デンプン 

酢酸ナトリウム 

サッカリンカルシウム 

サッカリンナトリウム 

酸化デンプン 

酸化マグネシウム 

三二酸化鉄 

カゼイン Na 

CMC―Ca，繊維素グリコール酸 Ca 

CMC―Na，繊維素グリコール酸 Na，CMC 

カロチン，カロチン色素，カロチノイド，カロチ

ノイド色素，カロテン，カロテン色素，カロテノ

イド，カロテノイド色素 

グアニル酸ナトリウム，グアニル酸 Na 

クエン酸エステル 

クエン酸カリウム，クエン酸Ｋ 

クエン酸カリウム，クエン酸Ｋ 

クエン酸 Ca 

クエン酸鉄 Na 

クエン酸 Na 

グリセリンエステル 

グリチルリチン酸ナトリウム，グリチルリチン酸

Na 

グルコン酸Ｋ 

グルコン酸 Ca 

グルコン酸 Na 

グルタミン酸 

グルタミン酸アンモニウム 

グルタミン酸カリウム，グルタミン酸Ｋ 

グルタミン酸カルシウム，グルタミン酸 Ca 

グルタミン酸ナトリウム，グルタミン酸 Na 

グルタミン酸マグネシウム，グルタミン酸 Mg 

ケイ酸 Ca 

ケイ酸 Mg 

コハク酸ナトリウム，コハク酸 Na 

コハク酸ナトリウム，コハク酸 Na 

ビタミンＤ，V.D 

コンドロイチン硫酸 Na 

加工デンプン 

酢酸 Na 

サッカリン Ca 

サッカリン Na 

加工デンプン 

酸化 Mg 

酸化鉄 



次亜塩素酸ナトリウム 

次亜硫酸ナトリウム 

Ｌ―システイン塩酸塩 

5′―シチジル酸二ナトリウム 

ジフェニル 

ジブチルヒドロキシトルエン 

ジベンゾイルチアミン 

ジベンゾイルチアミン塩酸塩 

DL―酒石酸 

Ｌ―酒石酸 

DL―酒石酸水素カリウム 

 

Ｌ―酒石酸水素カリウム 

 

DL―酒石酸ナトリウム 

Ｌ―酒石酸ナトリウム 

硝酸カリウム 

硝酸ナトリウム 

食用赤色 2号 

食用赤色 2号アルミニウムレーキ 

食用赤色 3号 

食用赤色 3号アルミニウムレーキ 

食用赤色 40号 

食用赤色 40号アルミニウムレーキ  

 

食用赤色 102号 

食用赤色 104号 

食用赤色 105号 

食用赤色 106号 

食用黄色 4号 

食用黄色 4号アルミニウムレーキ 

食用黄色 5号 

食用黄色 5号アルミニウムレーキ 

 

食用緑色 3号 

食用緑色 3号アルミニウムレーキ 

 

食用青色 1号 

次亜塩素酸 Na 

次亜硫酸 Na，亜硫酸塩 

システイン塩酸塩，システイン 

シチジル酸ナトリウム，シチジル酸 Na 

DP 

BHT 

チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 

チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 

酒石酸 

酒石酸 

酒石酸カリウム，酒石酸Ｋ，重酒石酸カリウム，

重酒石酸Ｋ 

酒石酸カリウム，酒石酸Ｋ，重酒石酸カリウム，

重酒石酸Ｋ 

酒石酸ナトリウム，酒石酸 Na 

酒石酸ナトリウム，酒石酸 Na 

硝酸Ｋ 

硝酸 Na 

赤色 2号，赤 2 

食用赤色 2号，赤色 2号，赤 2，アマランス 

赤色 3号，赤 3 

食用赤色 3号，赤色 3号，赤 3，エリスロシン 

赤色 40号，赤 40 

食用赤色 40号，赤色 40号，赤 40，アルラレッド

AC 

赤色 102号，赤 102 

赤色 104号，赤 104 

赤色 105号，赤 105 

赤色 106号，赤 106 

黄色 4号，黄 4 

食用黄色 4号，黄色 4号，黄 4，タートラジン 

黄色 5号，黄 5 

食用黄色 5 号，黄色 5 号，黄 5，サンセットイエ

ローFCF 

緑色 3号，緑 3 

食用緑色 3 号，緑色 3 号，緑 3，ファストグリー

ン FCF 

青色 1号，青 1 



食用青色 1号アルミニウムレーキ 

 

食用青色 2号 

食用青色 2号アルミニウムレーキ 

 

ショ糖脂肪酸エステル 

シリコーン樹脂 

水酸化カリウム 

水酸化カルシウム 

水酸化マグネシウム 

ステアリン酸カルシウム 

ステアリン酸マグネシウム 

ステアロイル乳酸カルシウム 

ステアロイル乳酸ナトリウム 

ソルビタン脂肪酸エステル 

Ｄ―ソルビトール 

ソルビン酸カリウム 

ソルビン酸カルシウム 

炭酸カリウム（無水）  

炭酸カルシウム 

炭酸水素ナトリウム 

炭酸ナトリウム  

炭酸マグネシウム 

チアベンダゾール 

チアミン塩酸塩 

チアミン硝酸塩 

チアミンセチル硫酸塩 

チアミンチオシアン酸塩  

チアミンナフタレン―1,5―ジスルホン酸塩 

チアミンラウリル硫酸塩 

Ｌ―テアニン 

鉄クロロフィリンナトリウム 

デヒドロ酢酸ナトリウム 

デンプングリコール酸ナトリウム 

銅クロロフィリンナトリウム 

銅クロロフィル 

dl―α―トコフェロール 

トコフェロール酢酸エステル 

食用青色 1 号，青色 1 号，青 1，ブリリアントブ

ルーFCF 

青色 2号，青 2 

食用青色 2 号，青色 2 号，青 2，インジゴカルミ

ン 

ショ糖エステル 

シリコーン 

水酸化Ｋ 

水酸化 Ca 

水酸化 Mg 

ステアリン酸 Ca 

ステアリン酸 Mg 

ステアロイル乳酸 Ca，ステアリル乳酸 Ca 

ステアロイル乳酸 Na，ステアリル乳酸 Na 

ソルビタンエステル 

ソルビトール，ソルビット 

ソルビン酸Ｋ 

ソルビン酸 Ca 

炭酸カリウム，炭酸Ｋ 

炭酸 Ca 

炭酸水素 Na，重炭酸 Na，重曹 

炭酸 Na 

炭酸 Mg 

TBZ 

チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 

チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 

チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 

チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 

チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 

チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 

テアニン 

鉄クロロフィリン Na，鉄葉緑素 

デヒドロ酢酸 Na 

加工デンプン，デンプングリコール酸 Na 

銅クロロフィリン Na，銅葉緑素 

銅葉緑素 

トコフェロール，ビタミンＥ，V.E 

酢酸トコフェロール，酢酸ビタミンＥ，酢酸 V.E 



d―α―トコフェロール酢酸エステル 

DL―トリプトファン 

Ｌ―トリプトファン 

DL―トレオニン 

Ｌ―トレオニン 

ニコチン酸アミド 

二酸化硫黄 

二酸化ケイ素 

 

 

 

二酸化炭素 

二酸化チタン 

乳酸カリウム 

乳酸カルシウム 

乳酸ナトリウム 

ノルビキシンカリウム 

 

 

ノルビキシンナトリウム 

 

 

パラオキシ安息香酸イソブチル 

パラオキシ安息香酸イソプロピル 

パラオキシ安息香酸エチル 

パラオキシ安息香酸ブチル 

パラオキシ安息香酸プロピル 

Ｌ―バリン 

パントテン酸カルシウム 

パントテン酸ナトリウム 

Ｌ―ヒスチジン塩酸塩 

ビスベンチアミン 

ビタミンＡ 

ビタミンＡ脂肪酸エステル 

 

ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン 

ヒドロキシプロピルセルロース 

ヒドロキシプロピルデンプン 

酢酸トコフェロール，酢酸ビタミンＥ，酢酸 V.E 

トリプトファン 

トリプトファン 

トレオニン，スレオニン 

トレオニン，スレオニン 

ニコチン酸，ナイアシン 

二酸化イオウ，亜硫酸塩 

酸化ケイ素（微粒二酸化ケイ素を用いる場合は，

酸化ケイ素のほか，「微粒二酸化ケイ素」，「微粒酸

化ケイ素」，「微粒シリカゲル」という簡略名を用

いることができる。） 

炭酸 

酸化チタン 

乳酸 K 

乳酸 Ca 

乳酸 Na 

ノルビキシンＫ，水溶性アナトー，アナトー，ア

ナトー色素，カロチノイド，カロチノイド色素，

カロテノイド，カロテノイド色素 

ノルビキシン Na，水溶性アナトー，アナトー，ア

ナトー色素，カロチノイド，カロチノイド色素，

カロテノイド，カロテノイド色素 

パラオキシ安息香酸，イソブチルパラベン 

パラオキシ安息香酸，イソプロピルパラベン 

パラオキシ安息香酸，エチルパラベン 

パラオキシ安息香酸，ブチルパラベン 

パラオキシ安息香酸，プロピルパラベン 

バリン 

パントテン酸 Ca 

パントテン酸 Na 

ヒスチジン塩酸塩，ヒスチジン 

チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 

V.A 

ビタミンＡエステル，レチノールエステル，ビタ

ミンＡ，V.A 

加工デンプン 

ＨＰＣ 

加工デンプン 



ヒドロキシプロピルメチルセルロース 

氷酢酸 

ピリドキシン塩酸塩 

ピロ亜硫酸カリウム 

 

ピロ亜硫酸ナトリウム 

 

ピロリン酸四カリウム 

ピロリン酸二水素カルシウム  

ピロリン酸二水素二ナトリウム 

ピロリン酸第二鉄 

ピロリン酸四ナトリウム 

Ｌ―フェニルアラニン 

フェロシアン化カリウム 

フェロシアン化カルシウム 

フェロシアン化ナトリウム 

ブチルヒドロキシアニソール 

フマル酸一ナトリウム 

プロピオン酸カルシウム 

プロピオン酸ナトリウム 

プロピレングリコール脂肪酸エステル 

没食子酸プロピル 

ポリアクリル酸ナトリウム 

ポリリン酸カリウム 

ポリリン酸ナトリウム 

Ｄ―マンニトール 

メタリン酸カリウム 

メタリン酸ナトリウム 

DL―メチオニン 

Ｌ―メチオニン 

メチルヘスペリジン 

dl―メントール 

l―メントール 

モルホリン脂肪酸塩 

Ｌ―リシンＬ―アスパラギン酸塩 

 

Ｌ―リシン塩酸塩 

 

ＨＰＭＣ 

酢酸 

ピリドキシン，V.B6 

亜硫酸塩，亜硫酸カリウム，亜硫酸Ｋ，重亜硫酸

カリウム，重亜硫酸Ｋ 

亜硫酸塩，亜硫酸ナトリウム，亜硫酸 Na，重亜硫

酸ナトリウム，重亜硫酸 Na，亜硫酸ソーダ 

ピロリン酸Ｋ 

ピロリン酸カルシウム，ピロリン酸 Ca 

ピロリン酸ナトリウム，ピロリン酸 Na 

ピロリン酸鉄 

ピロリン酸 Na 

フェニルアラニン 

フェロシアン化Ｋ 

フェロシアン化 Ca 

フェロシアン化 Na 

BHA 

フマル酸 Na 

プロピオン酸 Ca 

プロピオン酸 Na 

プロピレングリコールエステル 

没食子酸 

ポリアクリル酸 Na 

ポリリン酸Ｋ 

ポリリン酸 Na 

マンニトール，マンニット 

メタリン酸Ｋ 

メタリン酸 Na 

メチオニン 

メチオニン 

ヘスペリジン，ビタミンＰ，V.P 

メントール 

メントール 

モルホリン 

リシン，リジン，リシンアスパラギン酸塩，リジ

ンアスパラギン酸塩 

リシン，リジン，リシン塩酸塩，リジン塩酸塩 

リシン，リジン，リシングルタミン酸塩，リジン



 

 

Ｌ―リシンＬ―グルタミン酸塩 

5′―リボヌクレオチドカルシウム 

 

 

5′―リボヌクレオチド二ナトリウム 

 

 

リボフラビン 

リボフラビン酪酸エステル 

リボフラビン 5′―リン酸エステルナトリウム 

硫酸アルミニウムアンモニウム 

硫酸アルミニウムカリウム 

硫酸カリウム 

硫酸カルシウム 

硫酸第一鉄 

硫酸ナトリウム 

硫酸マグネシウム 

DL―リンゴ酸 

DL―リンゴ酸ナトリウム 

リン酸架橋デンプン 

リン酸化デンプン 

リン酸三カリウム 

リン酸三カルシウム 

リン酸三マグネシウム 

リン酸水素二アンモニウム 

リン酸二水素アンモニウム 

リン酸水素二カリウム 

リン酸二水素カリウム 

リン酸一水素カルシウム 

リン酸一水素マグネシウム 

リン酸二水素カルシウム 

リン酸水素二ナトリウム 

リン酸二水素ナトリウム 

リン酸三ナトリウム 

リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン 

グルタミン酸塩 

リボヌクレオチドカルシウム，リボヌクレオチド

Ca，リボヌクレオタイドカルシウム，リボヌクレ

オタイド Ca 

リボヌクレオチドナトリウム，リボヌクレオチド

Na，リボヌクレオタイドナトリウム，リボヌクレ

オタイド Na 

V.B2 

リボフラビン，ビタミンＢ2，V.B2 

リボフラビン，ビタミンＢ2，V.B2 

アンモニウムミョウバン 

カリミョウバン，ミョウバン 

硫酸 K 

硫酸 Ca 

硫酸鉄 

硫酸 Na 

硫酸 Mg 

リンゴ酸 

リンゴ酸ナトリウム，リンゴ酸 Na 

加工デンプン 

加工デンプン 

リン酸カリウム，リン酸Ｋ 

リン酸カルシウム，リン酸 Ca 

リン酸マグネシウム，リン酸 Mg 

リン酸アンモニウム 

リン酸アンモニウム 

リン酸カリウム，リン酸Ｋ 

リン酸カリウム，リン酸Ｋ 

リン酸カルシウム，リン酸 Ca 

リン酸マグネシウム，リン酸 Mg 

リン酸カルシウム，リン酸 Ca 

リン酸ナトリウム，リン酸 Na 

リン酸ナトリウム，リン酸 Na 

リン酸ナトリウム，リン酸 Na 

加工デンプン 



別紙 2 

 

同種の機能の添加物を併用した場合における簡略名の例 

 

1 同種の添加物の酸及び塩を併用した場合 

併用する物質名 簡  略  名 

安息香酸及び安息香酸ナトリウム 

クエン酸及びクエン酸ナトリウム 

ソルビン酸，ソルビン酸カリウム及びソルビン酸カルシウム 

乳酸，乳酸ナトリウム及び乳酸カルシウム  

氷酢酸及び酢酸ナトリウム 

リン酸及びリン酸三ナトリウム 

安息香酸（Na） 

クエン酸（Na） 

ソルビン酸（Ｋ，Ca） 

乳酸（Na，Ca） 

酢酸（Na） 

リン酸（Na） 

 

2 同種の添加物の塩を併用した場合 

併用する物質名 簡  略  名 

ケイ酸カルシウム及びケイ酸マグネシウム 

DL―酒石酸水素カリウム及び DL―酒石酸ナトリウム 

ステアリン酸カルシウム及びステアリン酸マグネシウム 

ステアロイル乳酸カルシウム及びステアロイル乳酸ナトリウム 

炭酸ナトリウム及び炭酸マグネシウム 

ピロリン酸二水素カルシウム及びピロリン酸四ナトリウム 

ポリリン酸カリウム及びメタリン酸カリウム 

ピロリン酸四ナトリウム及びポリリン酸ナトリウム 

ピロリン酸四ナトリウム及びメタリン酸カリウム 

フェロシアン化カリウム及びフェロシアン化ナトリウム 

ケイ酸塩（Ca，Mg） 

酒石酸塩（Ｋ，Na） 

ステアリン酸塩（Ca，Mg） 

ステアロイル乳酸塩（Ca，Na） 

炭酸塩（Na，Mg） 

リン酸塩（Ca，Na） 

リン酸塩（Ｋ） 

リン酸塩（Na） 

リン酸塩（Na，Ｋ） 

フェロシアン化物（Ｋ，Na） 

 

 



別紙 3 

 

規則別表第 1に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示 

 

1 

 

 

 

甘味料，人工甘味料又は合成甘味料 アセスルファムカリウム 

アスパルテーム 

キシリトール 

グリチルリチン酸二ナトリウム 

サッカリン 

サッカリンカルシウム 

サッカリンナトリウム 

スクラロース 

2 着色料又は合成着色料 β―カロテン 

食用赤色 2号及びそのアルミニウムレーキ 

食用赤色 3号及びそのアルミニウムレーキ 

食用赤色 40号及びそのアルミニウムレーキ 

食用赤色 102号 

食用赤色 104号 

食用赤色 105号 

食用赤色 106号 

食用黄色 4号及びそのアルミニウムレーキ 

食用黄色 5号及びそのアルミニウムレーキ 

食用緑色 3号及びそのアルミニウムレーキ 

食用青色 1号及びそのアルミニウムレーキ 

食用青色 2号及びそのアルミニウムレーキ 

三二酸化鉄 

鉄クロロフィリンナトリウム 

銅クロロフィル 

銅クロロフィリンナトリウム 

二酸化チタン 

ノルビキシンカリウム 

ノルビキシンナトリウム 

リボフラビン 

リボフラビン酪酸エステル 

リボフラビン 5′―リン酸エステルナトリウム 

3 

 

保存料又は合成保存料 安息香酸 

安息香酸ナトリウム 

ソルビン酸 



ソルビン酸カリウム 

ソルビン酸カルシウム 

デヒドロ酢酸ナトリウム 

ナイシン 

パラオキシ安息香酸イソブチル 

パラオキシ安息香酸イソプロピル 

パラオキシ安息香酸エチル 

パラオキシ安息香酸ブチル 

パラオキシ安息香酸プロピル 

プロピオン酸 

プロピオン酸カルシウム 

プロピオン酸ナトリウム 

亜硫酸ナトリウム 

次亜硫酸ナトリウム 

二酸化硫黄 

ピロ亜硫酸カリウム 

ピロ亜硫酸ナトリウム 

4 増粘剤，安定剤，ゲル化剤又は糊料 アセチル化アジピン酸架橋デンプン 

アセチル化酸化デンプン 

アセチル化リン酸架橋デンプン 

アルギン酸ナトリウム 

アルギン酸プロピレングリコールエステル 

オクテニルコハク酸デンプンナトリウム 

カルボキシメチルセルロースカルシウム 

カルボキシメチルセルロースナトリウム 

酢酸デンプン 

酸化デンプン 

デンプングリコール酸ナトリウム 

ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン 

ヒドロキシプロピルデンプン 

ポリアクリル酸ナトリウム 

メチルセルロース 

リン酸架橋デンプン 

リン酸化デンプン 

リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン 

5 酸化防止剤 エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム 

エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 

エリソルビン酸 



エリソルビン酸ナトリウム 

クエン酸イソプロピル 

ジブチルヒドロキシトルエン 

ブチルヒドロキシアニソール 

没食子酸プロピル 

アスコルビン酸 

アスコルビン酸ステアリン酸エステル 

アスコルビン酸ナトリウム 

アスコルビン酸パルミチン酸エステル 

dl―α―トコフェロール 

亜硫酸ナトリウム 

次亜硫酸ナトリウム 

二酸化硫黄 

ピロ亜硫酸カリウム 

ピロ亜硫酸ナトリウム 

6 発色剤 亜硝酸ナトリウム 

硝酸カリウム 

硝酸ナトリウム 

7 漂白剤  亜硫酸ナトリウム 

次亜硫酸ナトリウム 

二酸化硫黄 

ピロ亜硫酸カリウム 

ピロ亜硫酸ナトリウム 

8 防かび剤又は防ばい剤 アゾキシストロビン 

イマザリル 

オルトフェニルフェノール 

オルトフェニルフェノールナトリウム 

チアベンダゾール 

ジフェニル 

ピリメタニル 

フルジオキソニル 

 



別紙 4 

 

各一括名の定義及びその添加物の範囲 

 

１ イーストフード 

（１）定 義 パン，菓子等の製造工程で，イーストの栄養源等の目的で使用される添加物及びその

製剤。 

（２）一括名 イーストフード 

（３）添加物の範囲 以下の添加物をイーストフードの目的で使用する場合 

塩化アンモニウム   塩化マグネシウム 

グルコン酸カリウム   グルコン酸ナトリウム 

焼成カルシウム    炭酸アンモニウム 

炭酸カリウム（無水）   炭酸カルシウム 

硫酸アンモニウム   硫酸カルシウム 

硫酸マグネシウム   リン酸三カルシウム 

リン酸水素二アンモニウム  リン酸二水素アンモニウム 

リン酸一水素カルシウム   リン酸一水素マグネシウム 

リン酸二水素カルシウム 

 

２ ガムベース 

（１）定 義 チューインガム用の基材として使用される添加物製剤。 

（２）一括名 ガムベース 

（３）添加物の範囲 以下の添加物をガムベースとしての目的で使用する場合。 

エステルガム    グリセリン脂肪酸エステル 

酢酸ビニル樹脂    ショ糖脂肪酸エステル 

ソルビタン脂肪酸エステル  炭酸カルシウム 

ポリイソブチレン   ポリブテン 

プロピレングリコール脂肪酸エステル リン酸一水素カルシウム 

リン酸三カルシウム 別添 1の用途欄に「ガムベース」と記載されて

いる添加物 

 

３ かんすい 

（１）定 義 中華麺類の製造に用いられるアルカリ剤で，炭酸カリウム，炭酸ナトリウム，炭酸水

素ナトリウム及びリン酸類のカリウム又はナトリウム塩のうち 1種以上を含む。 

（２）一括名 かんすい 

（３）添加物の範囲 以下の添加物をかんすいとしての目的で使用する場合。 

炭酸カリウム（無水）   炭酸ナトリウム 

炭酸水素ナトリウム   ピロリン酸四カリウム 



ピロリン酸二水素二ナトリウム  ピロリン酸四ナトリウム 

ポリリン酸カリウム   ポリリン酸ナトリウム 

メタリン酸カリウム   メタリン酸ナトリウム 

リン酸三カリウム   リン酸水素二カリウム 

リン酸二水素カリウム   リン酸水素二ナトリウム 

リン酸二水素ナトリウム   リン酸三ナトリウム 

 

４ 苦味料 

（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，苦味の付与又は増強による味覚の向上又は改善のため

に使用される添加物及びその製剤。 

（２）一括名 苦味料 

（３）添加物の範囲 別添 1及び別添 3の用途欄に「苦味料等」と記載されている添加物（香辛料抽

出物を除く） 

 

５ 酵素 

（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，その有する触媒作用を目的として使用された，生活細

胞によって生産された酵素類であって，最終食品においても失活せず，効果を有する

添加物及びその製剤。 

（２）一括名 酵素 

（３）添加物の範囲 別添 1の用途欄に「酵素」と記載された添加物 

 

６ 光沢剤 

（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，食品の保護及び表面に光沢を与える目的で使用される

添加物及びその製剤。 

（２）一括名 光沢剤 

（３）添加物の範囲 別添 1の用途欄に「光沢剤」と記載された添加物を光沢剤としての目的で使用

する場合。 

 

７ 香料 

（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，香気を付与又は増強するため添加される添加物及びそ

の製剤。 

（２）一括名 香料又は合成香料 

（３）添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。 

アセトアルデヒド   アセト酢酸エチル 

アセトフェノン    アニスアルデヒド 

(3－アミノ－3－カルボキシプロピル)  アミルアルコール 

ジメチルスルホニウム塩化物   

α―アミルシンナムアルデヒド  アントラニル酸メチル 



イオノン    イソアミルアルコール 

イソオイゲノール   イソブチルアルデヒド 

イソ吉草酸イソアミル   イソ吉草酸エチル 

イソキノリン    イソチオシアネート類 

イソチオシアン酸アリル   イソバレルアルデヒド 

イソブタノール    イソプロパノール 

イソペンチルアミン   インドール及びその誘導体 

γ―ウンデカラクトン   エステル類 

2―エチル―3，5―ジメチルピラジン及び エチルバニリン 

2―エチル―3，6―ジメチルピラジンの混 

合物 

2－エチルピラジン   3－エチルピリジン 

2―エチル―3―メチルピラジン  2―エチル―5―メチルピラジン 

2－エチル－6－メチルピラジン  5－エチル－2―メチルピリジン 

エーテル類    オイゲノール 

オクタナール    オクタン酸エチル 

ギ酸イソアミル    ギ酸ゲラニル 

ギ酸シトロネリル   ケイ皮酸 

ケイ皮酸エチル    ケイ皮酸メチル 

ケトン類    ゲラニオール 

酢酸イソアミル    酢酸エチル 

酢酸ゲラニル    酢酸シクロヘキシル 

酢酸シトロネリル   酢酸シンナミル 

酢酸テルピニル    酢酸フェネチル 

酢酸ブチル    酢酸ベンジル 

酢酸ｌ―メンチル   酢酸リナリル 

サリチル酸メチル   2，3－ジエチル－5－メチルピラジン 

シクロヘキシルプロピオン酸アリル シトラール 

シトロネラール    シトロネロール 

1，8―シネオール   脂肪酸類 

脂肪族高級アルコール類   脂肪族高級アルデヒド類 

脂肪族高級炭化水素類   2，3－ジメチルピラジン 

2，5－ジメチルピラジン   2，6－ジメチルピラジン 

2，6－ジメチルピリジン   シンナミルアルコール 

シンナムアルデヒド   チオエーテル類 

チオール類    デカナール 

デカノール    デカン酸エチル 

5，6，7，8－テトラヒドロキノキサリン 2，3，5，6―テトラメチルピラジン 



テルピネオール    テルペン系炭化水素類 

トリメチルアミン   2，3，5―トリメチルピラジン 

γ―ノナラクトン   バニリン 

パラメチルアセトフェノン  バレルアルデヒド 

ヒドロキシシトロネラール  ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール 

ピペリジン    ピペロナール 

ピラジン    ピロリジン 

ピロール    フェニル酢酸イソアミル 

フェニル酢酸イソブチル   フェニル酢酸エチル 

2－（3－フェニルプロピル）ピリジン フェネチルアミン 

フェノールエーテル類   フェノール類 

ブタノール    ブチルアミン 

ブチルアルデヒド   フルフラール及びその誘導体 

プロパノール    プロピオンアルデヒド 

プロピオン酸    プロピオン酸イソアミル 

プロピオン酸エチル   プロピオン酸ベンジル 

ヘキサン酸    ヘキサン酸アリル 

ヘキサン酸エチル   ヘプタン酸エチル 

l―ペリルアルデヒド   ベンジルアルコール 

ベンズアルデヒド   2－ペンタノール 

ｔｒａｎｓ－2－ペンテナール  1－ペンテン－3－オール 

芳香族アルコール類   芳香族アルデヒド類 

d―ボルネオール    マルトール 

Ｎ―メチルアントラニル酸メチル  5―メチルキノキサリン 

6－メチルキノリン   5－メチル－6，7－ジヒドロ－5Ｈ－シクロ 

     ペンタピラジン 

メチルβ―ナフチルケトン  2－メチルピラジン 

2―メチルブタノール   3－メチル－2－ブタノール 

2－メチルブチルアルデヒド  ｔｒａｎｓ－2－メチル－2－ブテナール 

3－メチル－2－ブテナール  3－メチル－2－ブテノール 

dl―メントール    l―メントール 

酪酸     酪酸イソアミル 

酪酸エチル    酪酸シクロヘキシル 

酪酸ブチル    ラクトン類 

リナロオール    別添 2に掲げる添加物 

 

８ 酸味料 

（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，酸味の付与又は増強による味覚の向上又は改善のため



に使用される添加物及びその製剤。 

（２）一括名 酸味料 

（３）添加物の範囲 以下の添加物を酸味料としての目的で使用する場合。 

アジピン酸    クエン酸 

クエン酸三ナトリウム   グルコノデルタラクトン 

グルコン酸    グルコン酸カリウム 

グルコン酸ナトリウム   コハク酸 

コハク酸一ナトリウム   コハク酸二ナトリウム 

酢酸ナトリウム    DL―酒石酸 

Ｌ―酒石酸    DL―酒石酸ナトリウム 

Ｌ―酒石酸ナトリウム   二酸化炭素 

乳酸     乳酸ナトリウム 

氷酢酸     フマル酸 

フマル酸一ナトリウム   DL―リンゴ酸 

DL―リンゴ酸ナトリウム   リン酸 

  別添 1の用途欄に「酸味料」と記載された添加物 

 

９ チューインガム軟化剤 

（１）定 義 チューインガムを柔軟に保つために使用する添加物及びその製剤。 

（２）一括名 軟化剤 

（３）添加物の範囲 以下の添加物をチューインガム軟化剤としての目的で使用する場合。 

グリセリン    プロピレングリコール 

ソルビトール 

 

10 調味料 

（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，味の付与又は味質の調整等味覚の向上又は改善のため

に使用される添加物及びその製剤。 

ただし，もっぱら甘味の目的で使用される甘味料，酸味の目的で使用される酸味料又

は苦味の目的で使用される苦味料を除く。 

（２）一括名 調味料（アミノ酸等）等 

（３）添加物の範囲 以下の添加物を調味料としての目的で使用する場合。 

① アミノ酸 

Ｌ―アスパラギン酸ナトリウム  DL―アラニン 

Ｌ―アルギニンＬ―グルタミン酸塩 Ｌ―イソロイシン 

グリシン    Ｌ―グルタミン酸 

Ｌ―グルタミン酸アンモニウム  Ｌ―グルタミン酸ナトリウム 

Ｌ―テアニン    DL―トリプトファン 

Ｌ―トリプトファン   DL―トレオニン 



Ｌ―トレオニン    Ｌ―バリン 

Ｌ―ヒスチジン塩酸塩   Ｌ―フェニルアラニン 

DL―メチオニン    Ｌ―メチオニン 

Ｌ―リシンＬ―アスパラギン酸塩  Ｌ―リシン塩酸塩 

Ｌ―リシンＬ―グルタミン酸塩 別添 1の用途欄に「調味料」と記載された添加

物（アミノ酸に限る） 

 

② 核酸 

5′―イノシン酸二ナトリウム  5′―ウリジル酸二ナトリウム 

5′―グアニル酸二ナトリウム  5′―シチジル酸二ナトリウム 

5′―リボヌクレオチドカルシウム  5′―リボヌクレオチド二ナトリウム 

 

③ 有機酸 

クエン酸カルシウム   クエン酸三ナトリウム 

グルコン酸カリウム   グルコン酸ナトリウム 

コハク酸    コハク酸一ナトリウム 

コハク酸二ナトリウム   酢酸ナトリウム 

DL－酒石酸水素カリウム   Ｌ－酒石酸水素カリウム 

DL－酒石酸ナトリウム   Ｌ－酒石酸ナトリウム 

乳酸カリウム    乳酸カルシウム 

乳酸ナトリウム    フマル酸一ナトリウム 

DL－リンゴ酸ナトリウム 

 

④ 無機塩 

塩化カリウム    硫酸カリウム 

リン酸三カリウム   リン酸水素二カリウム 

リン酸二水素カリウム   リン酸水素二ナトリウム 

リン酸二水素ナトリウム   リン酸三ナトリウム 

塩水湖水低塩化ナトリウム液  粗製海水塩化カリウム 

ホエイソルト 

 

11 豆腐用凝固剤 

（１）定 義 大豆から調製した豆乳を豆腐様に凝固させる際に用いられる添加物及びその製剤。 

（２）一括名 豆腐用凝固剤又は凝固剤 

（３）添加物の範囲 以下の添加物を豆腐用凝固剤としての目的で使用する場合。 

塩化カルシウム    塩化マグネシウム 

グルコノデルタラクトン   硫酸カルシウム 

硫酸マグネシウム   粗製海水塩化マグネシウム 



 

12 乳化剤 

（１）定 義 食品に乳化，分散，浸透，洗浄，起泡，消泡，離型等の目的で使用される添加物及び

その製剤。 

（２）一括名 乳化剤 

（３）添加物の範囲 以下の添加物を乳化剤としての目的で使用する場合 

① 乳化剤を主要用途とするもの。 

   オクテニルコハク酸デンプンナトリウム グリセリン脂肪酸エステル 

ショ糖脂肪酸エステル   ステアロイル乳酸カルシウム 

ステアロイル乳酸ナトリウム  ソルビタン脂肪酸エステル 

プロピレングリコール脂肪酸エステル ポリソルベート 20 

ポリソルベート 60   ポリソルベート 65 

ポリソルベート 80 

別添 1の用途欄に「乳化剤」と記載された添加物 

 

② プロセスチーズ，チーズフード及びプロセスチーズ加工品に①に掲げるものに加えて乳化剤

として使用されるもの。 

クエン酸カルシウム   クエン酸三ナトリウム 

グルコン酸カリウム   グルコン酸ナトリウム 

ピロリン酸四カリウム   ピロリン酸二水素カルシウム 

ピロリン酸二水素二ナトリウム  ピロリン酸四ナトリウム 

ポリリン酸カリウム   ポリリン酸ナトリウム 

メタリン酸カリウム   メタリン酸ナトリウム 

リン酸三カリウム   リン酸三カルシウム 

リン酸水素二アンモニウム  リン酸二水素アンモニウム 

リン酸水素二カリウム   リン酸二水素カリウム 

リン酸一水素カルシウム   リン酸二水素カルシウム 

リン酸水素二ナトリウム   リン酸二水素ナトリウム 

リン酸三ナトリウム 

 

13 水素イオン濃度調整剤 

（１）定 義 食品を適切な pH領域に保つ目的で使用される添加物及びその製剤。ただし，中華麺類

にかんすいの目的で使用される場合を除く。 

（２）一括名 水素イオン濃度調整剤又は pH調整剤 

（３）添加物の範囲 以下の添加物を水素イオン濃度調整剤としての目的で使用する場合。 

アジピン酸    クエン酸 

クエン酸三ナトリウム   グルコノデルタラクトン 

グルコン酸    グルコン酸カリウム 



グルコン酸ナトリウム   コハク酸 

コハク酸一ナトリウム   コハク酸二ナトリウム 

酢酸ナトリウム    DL－酒石酸 

Ｌ－酒石酸    DL－酒石酸水素カリウム 

Ｌ－酒石酸水素カリウム   DL－酒石酸ナトリウム 

Ｌ－酒石酸ナトリウム   炭酸カリウム（無水） 

炭酸水素ナトリウム   炭酸ナトリウム 

二酸化炭素    乳酸 

乳酸カリウム    乳酸ナトリウム 

氷酢酸     ピロリン酸二水素二ナトリウム 

フマル酸    フマル酸一ナトリウム 

DL－リンゴ酸    DL－リンゴ酸ナトリウム 

リン酸     リン酸水素二カリウム 

リン酸二水素カリウム   リン酸水素二ナトリウム 

リン酸二水素ナトリウム 

別添 1の用途欄に「酸味料」と記載された添加物 

 

14 膨脹剤 

（１）定 義 パン，菓子等の製造工程で添加し，ガスを発生して生地を膨脹させ多孔性にするとと

もに食感を向上させる添加物及びその製剤。 

（２）一括名 膨脹剤，膨張剤，ベーキングパウダー又はふくらし粉 

（３）添加物の範囲 以下の添加物を膨脹剤としての目的で使用する場合。 

アジピン酸    Ｌ―アスコルビン酸 

塩化アンモニウム   クエン酸 

クエン酸カルシウム   グルコノデルタラクトン 

DL―酒石酸    Ｌ―酒石酸 

DL―酒石酸水素カリウム   Ｌ―酒石酸水素カリウム 

炭酸アンモニウム   炭酸カリウム（無水） 

炭酸カルシウム    炭酸水素アンモニウム 

炭酸水素ナトリウム   炭酸ナトリウム 

炭酸マグネシウム   乳酸 

乳酸カルシウム    ピロリン酸四カリウム 

ピロリン酸二水素カルシウム  ピロリン酸二水素二ナトリウム 

ピロリン酸四ナトリウム   フマル酸 

フマル酸一ナトリウム   ポリリン酸カリウム 

ポリリン酸ナトリウム   メタリン酸カリウム 

メタリン酸ナトリウム   硫酸カルシウム 

硫酸アルミニウムアンモニウム  硫酸アルミニウムカリウム 



DL―リンゴ酸    DL―リンゴ酸ナトリウム 

リン酸三カルシウム   リン酸水素二カリウム 

リン酸二水素カリウム   リン酸一水素カルシウム 

リン酸二水素カルシウム   リン酸水素二ナトリウム 

リン酸二水素ナトリウム 



別紙 5 

栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲 

 

（１）ビタミン類（33品目） 

Ｌ―アスコルビン酸 Ｌ－アスコルビン酸カルシウム 

Ｌ―アスコルビン酸ステアリン酸エステル Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム 

Ｌ―アスコルビン酸 2―グルコシド  Ｌ―アスコルビン酸パルミチン酸エステル 

エルゴカルシフェロール   β―カロテン  

コレカルシフェロール   ジベンゾイルチアミン 

ジベンゾイルチアミン塩酸塩  チアミン塩酸塩 

チアミン硝酸塩    チアミンセチル硫酸塩 

チアミンチオシアン酸塩   チアミンナフタレン―1,5―ジスルホン酸塩 

チアミンラウリル硫酸塩   トコフェロール酢酸エステル 

d―α―トコフェロール酢酸エステル ニコチン酸  

    ニコチン酸アミド   パントテン酸カルシウム 

パントテン酸ナトリウム   ビオチン 

ビスベンチアミン   ビタミンＡ 

ビタミンＡ脂肪酸エステル  ピリドキシン塩酸塩 

メチルヘスペリジン   葉酸 

リボフラビン    リボフラビン酪酸エステル 

リボフラビン 5′―リン酸エステルナトリ 

ウム 

 

（２）ミネラル類（31品目） 

亜鉛塩類（グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛 Ｌ－アスコルビン酸カルシウム 

に限る） 

塩化カルシウム    塩化第二鉄 

塩化マグネシウム   クエン酸カルシウム 

クエン酸第一鉄ナトリウム  クエン酸鉄 

クエン酸鉄アンモニウム   グリセロリン酸カルシウム 

グルコン酸カルシウム   グリコン酸第一鉄 

酸化マグネシウム   水酸化カルシウム 

水酸化マグネシウム   ステアリン酸カルシウム 

炭酸カルシウム    炭酸マグネシウム 

銅塩類（グルコン酸銅及び硫酸銅に限る） 乳酸カルシウム 

乳酸鉄     ピロリン酸第二水素カルシウム 

ピロリン酸第二鉄   硫酸カルシウム 

硫酸第一鉄    硫酸マグネシウム 



リン酸三カルシウム   リン酸三マグネシウム 

リン酸一水素カルシウム   リン酸一水素マグネシウム 

リン酸二水素カルシウム 

 

（３）アミノ酸類（24品目） 

Ｌ―アスパラギン酸ナトリウム  DL―アラニン 

Ｌ―アルギニンＬ―グルタミン酸塩 Ｌ―イソロイシン 

グリシン    Ｌ―グルタミン酸 

Ｌ―グルタミン酸カリウム  Ｌ―グルタミン酸カルシウム 

Ｌ―グルタミン酸ナトリウム  Ｌ―グルタミン酸マグネシウム 

Ｌ―システイン塩酸塩   Ｌ―テアニン 

DL―トリプトファン   Ｌ―トリプトファン 

DL―トレオニン    Ｌ―トレオニン 

Ｌ―バリン    Ｌ―ヒスチジン塩酸塩 

Ｌ―フェニルアラニン   DL―メチオニン 

Ｌ―メチオニン    Ｌ―リシンＬ―アスパラギン酸塩 

Ｌ―リシン塩酸塩   Ｌ―リシンＬ―グルタミン酸塩 



別紙６ 

 

ばら売り等により販売される食品のうち、添加物の表示を要する添加物一覧 

 

 

１ 防かび剤又は防ばい剤 

・アゾキシストロビン 

・イマザリル 

・オルトフェニルフェノール 

・オルトフェニルフェノールナトリウム 

・ジフェニル 

・チアベンダゾール 

・ピリメタニル 

・フルジオキソニル 

 

２ 甘味料 

・サッカリン 

・サッカリンカルシウム 

・サッカリンナトリウム  

 

 

 

 

 

別添 1～3 〔省略〕 
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 1. á�¹� 'º*G9F� ¥ä¸�B)Q. 2. zsF§ � T½?.

 þÅñ ÷VjoC9F , cyano, N-nitroso,
diazo, triazeno, ñ4÷ïø �¢)P

3. Ñ E C,H,O,N, � F z¢
F ø/)Q.

19. open chain .

4. �  F � Bl^b5RD.><FGzsF� R.B)Q.

a. carboxylic acid FNa,K,Mg,NH4  

b. amineFê  � G   

c. Na-,K-,Ca-sulphonate,sulphamate or sulphate

16. Ç F

terpene-hydrocarbon' -alcohol'

-aldehyde ' K < G -carboxylic

acid (not a ketone)B)Q.

23.   Å�� Þ.

6. ho_oàFzsFýÁÑ Þ .

a. Ú�ØøK<G9F 1'-hydroxy or
hydroxy ester �

b. q?� G ÃFalkoxy � /)P'4

F+=q?G a FÚ�ØøFdk~

14. x?zrF  Å
FàTÊ7Q.

5. � õE� ¯6<' àß
þÅÚ�Øø.ÚØ�Þ. 7. heterocyclicÑ B)Q. 8. lactone . cyclic diester B)Q.

22.  � Fq æD¹� � G9F¹� C
Ñ æE 1 }6A*Q.

17. Ç F terpene'-alcohol'

-aldehyde � G-carboxylic acid

E©ÆE� Ø�  5RQ.

9. yFàE � 6A*Q.'5 �

G6 � àF$"%#t � lactone .

lactoneF� � GecnX\ C6A»+(

cyclic diester F� � G9R;RFÑ¹ øC6A»+(

25. zsF*8R..

a. 24B I<ýÁ� FLFcyclopropane

� Gcyclobutane

b. mono- or bicyclic sulphide or mercaptan

11. * . D Q à E - 2 Q

hetero �¤TÛ 6A' ø

àGzsFýÁ� FýÁ

� TN?.

� õDÚ�Øø ÌÓ� H�

àaryl or alkylT� M'alkyl
alcohol  aldehyde  acetal 
ketone'ketal'acid'ester(k
Yboz¢FW^am)'

mercaptan'sulphide'methyl
ethers'Ø � '4ROFý
Á� FýÁ� TN<D*

� qFà(hetero � Garyl)

10. 3 � Fheterocyclic�� Þ.

20. ÔF*8R.F§ � T� Mè

� G� õE� ¯6<  þÅ�� Þ.

a. alcohol, aldehyde, carboxylic acid or

ester /4 ?zs

b. zsF§ � /q?zrBq?8?

acetal, ketone or ketal, mercaptan,

sulphide, thioester, polyethylene(n<4),

 ÷� G3 ÷amine

29. � Ø�  T� 2A

� à´Ö� CDQ.

18. zsF� R.B)Q.

a. diketone / ¿ ËðF vinyl � E

ketone,ketal /¿û

b. ËðFvinyl� E ÷Vm[pm.9F

W^am/¿û

c. allyl alcohol � Gacetral'ketal � Gester

 �

d. allyl mercaptan, allyl sulphide, allyl

thioester, allyl amine

e. acrolein, methacrolein � G9Facetal

f. acrylic or methacrylic acid

g. acetylenic compound

h. acyclic  þ Å ketone, ketal,

ketoalcohol FLT§ � C6'4 ?zr

FÚøT keto � F*8R.F� E½?

i. § � /sterically hindered

21. methoxy T 1 í zrF

äDQ§ � T� M.

24. cyclopropane, cyclobutane C

9 F   � T  1

monocarbocyclic �� ÞBýÁ5

RA*D*.º*GzsFýÁ�

T 1 ?� MàK<G þÅ�  T

½?.( alcohol, aldehyde, �  F

ketone, acid, ester, � GNa, K, Ca,

sulphonate, sulphamate, acyclic

acetal or ketal

30. àFhydroxy, methoxy � TÛ 6A'

9FàGzsEë7ÚøÃ 1-5 F þÅ

Zmpg FýÁ� T½?.(

7DS=Ú�Øø)Q*G alcohol,

ketone, aldehyde, carboxyl, � õ ester"

 � Ø�  T� 2AÚøÃ 5 zsFàý

Á�CDQ T� M  þÅýÁ� (

28. x?zrF

 ÅàT½?.

13. ýÁ� TÊ7Q.

12. hetero   Å�� Þ.

26. zsF*8R..

a. 24El^b6<z¢F§ � T� KD*

b. à ß ketone FÊÛE  SO8

monocycloalkanone .bicyclic�� Þ

15. q?8?FàE©

ÆE� Ø�  5RQ.

27. àGýÁ� T½?.

31. Q30 F'acyclic

acetal, -ketal or

-ester F� R..

32. Q30F§ � FL'� G

Q31 F �CzsF� R

.� G� AT½?.

a.  � 6 <    Å

carboxylic ring

b. ÚøÃ5T ,QýÁ

c.   ÅàK<G þÅ�

 Epolyoxyethylene 
Q18

Q11

Q20 Q23
 øà  à Úøà
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